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小松市長 宮橋 勝栄 

小松市規則第１号 

   小松市犯罪被害者等支援条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，小松市犯罪被害者等支援条例（以下「条例」という。）の

施行に関し，条例に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は，条例で使用する用語の例による。 

 （施策の策定） 

第３条 条例第４条の規定により本市が策定する施策（以下「支援施策」とい

う。）に定める事項は，次のとおりとする。 

 ⑴ 犯罪被害者等の支援等の体制整備に関すること 

 ⑵ 犯罪被害者等の精神的・身体的被害の軽減及び回復に関すること 

 ⑶ 犯罪被害者等の経済的支援に関すること 

 （施策の実施） 

第４条 本市は，支援施策に基づき次の事業を実施する。 

 ⑴ 犯罪被害者等からの相談に関する事業 

 ⑵ 犯罪被害者等に対する支援制度に関する情報提供に関する事業 

 ⑶ 犯罪被害者等からの相談に対する支援の実施に関する事業 

 ⑷ 犯罪被害者等見舞金支給事業 

 ⑸ 犯罪被害者等の支援の必要性について市民の理解を深めるための広報啓

発に関する事業 

 （相談、情報の提供等に関する事業） 

第５条 本市は，犯罪被害者等が置かれている状況を把握するとともに直面し

ている様々な問題について相談及び助言並びに各種手続きや制度の情報提供



を行い，介護，福祉，保健，医療など必要なサービスに適切につながるよう連

絡調整を行う。 

 （犯罪被害者等見舞金支給事業） 

第６条 本市は，市民が犯罪被害を受けたときは，別に定めるところにより，犯

罪被害者等に対し，犯罪被害者等見舞金を支給する。 

 （広報啓発事業） 

第７条 本市は，市民に対し，犯罪被害者等の支援や二次的被害防止のため，ま

た，犯罪被害者等に対する偏見を持つことがない社会を築くため，市広報やホ

ームページ，ＳＮＳなどを活用した広報・啓発活動を行う。 

 （関係機関等との連携） 

第８条 本市が第４条各号の施策を実施するにあたっては，関係機関等と緊密

な連携を図るものとする。 

２ 本市は，管内で発生した事案において，犯罪被害者等が第５条又は第６条の

支援を受けることを要望することに同意した場合には，警察署と連携し，二次

的被害とならないよう引き継ぐものとする。 

３ 本市は，前項の引き継ぎがあった場合は，速やかに必要な措置を講ずるもの

とする。 

 （個人情報の保護） 

第９条 本市は，第 4条第１号から第４号までの事業を実施するにあたっては，

犯罪被害者等その他の関係者の個人情報の取扱いに最大限配慮しなければな

らない。 

 （委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項は，別

に定める。 

   附 則 

 この規則は，条例の施行の日から施行する。 


